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はじめに

個人被ばく線量を測定することは、避難指示が解除された地域に帰還

した住民や避難指示の出ていない地域に居住する住民、特例宿泊や準

備宿泊等において避難指示地域に戻った住民にとって、自分自身の置

かれている状況を自分自身で把握し、コントロールしていくための第一歩

であり、それによって、そこで生活していく自信を取り戻すことにつながっ

ていくという大きな意義があります。具体的には、自身の放射線量の状況

を世界や国内の他地域とも比較しつつ、合理的に達成可能な限りの線

量低減を行っていくことが重要です。

また、自治体が当該地域における住民の個人被ばく線量水準・動向を

把握し、地域住民の被ばく線量管理や地域住民への情報提供につなげ

る上でも、個人被ばく線量の測定は有効です。

各自治体が住民の個人被ばく線量測定を行う際の参考に供するため、

環境省は、「個人被ばく線量の測定や結果の取扱い等に関するガイドラ

イン」（平成２７年３月）を策定し、線量測定の基本的なプロセスを示して

います。福島県においては、多くの市町村が、以前から、様々な工夫を

講じながら、住民の個人被ばく線量の測定に取り組んできました。そうし

た実践的・効果的な取組事例を収集・整理し、事例集として広く共有する

ことで、今後測定に着手する自治体も含め、個人の被ばく線量測定事業

の一助となれば幸いです。
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図：個人被ばく線量測定の手順と項目の概要
【出典】「個人被ばく線量の測定や結果の取扱い等に関するガイドライン」（環境省）から抜粋
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目的に応じた実施項目の具体的な検討 

↓ 

個人線量計の機種選定と調達 

↓ 

問合せ窓口の設置 

個人被ばく線量測定実施の周知 

↓ 

個人被ばく線量測定の開始 

↓ 

個人線量計等の回収 

測定データの読み取り 

↓ 

測定結果の取りまとめ 

↓ 

測定結果の説明 

↓ 

実施結果の公表 

個人線量計の校正等 

↓ 

測定データの管理 

↓ 

事後評価 



■事前準備
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個人線量の測定実施に当たっては、自治体が主体となって測定の枠組み

を検討し、線量測定・評価等の専門家の指導・助言を得ながら、具体化に

つなげていくことが望ましい。

【楢葉町の例】

• 個人線量の測定に当たり、測定対象者の範囲設定の考え方、測定期

間、データの公表方法、公表に係る住民同意の方法、測定結果の説

明・相談体制等について役場で企画・立案の上、福島県立医科大学

の専門家に相談し、助言を得ている。

【伊達市の例】

• 個人線量の測定に当たり、市政アドバイザー（放射線、医学の専門

家）や専門家からなる「放射能対策健康管理委員会」から、測定対象

者の範囲設定の考え方やデータの集計・分析方法等について助言を

得ている。



■測定の目的、測定対象者について①
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被ばく線量測定の目的は、（１）住民が自らの被ばく線量を把握すること、

（２）自治体が地域における住民の個人被ばく線量の水準を把握することに

大別されるが、実際には、両方の目的を持って測定が行われる場合も多い。

この場合、線量測定を希望する住民等が測定対象者となり、自治体はその

測定結果を元に当該地域における個人被ばく線量の水準を把握することに

なる。

【伊達市の例】

• ３ヶ月ごとに、測定対象者（当初は全住民、現在は子ども、妊婦、除染

エリアAの住民、希望者等）に対してガラスバッジを配布。また、行政と

して、個人被ばく線量の水準を把握し、年間分として取りまとめた測定

結果を公表（年３回：中間報告、速報、確定報告）。

【南相馬市の例】

• 年４回、希望者に対してガラスバッジを配布（測定期間は３ヶ月）。また、

行政として個人被ばく線量の水準を把握し、年４回、取りまとめた測定

結果を公表。

• ガラスバッジによる測定で被ばく線量が高いなど、委員会が必要と認

めた住民に対して、D-シャトルによる個人線量測定を勧奨し、希望す

る住民に貸与。



■測定の目的、測定対象者について②
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一部の自治体では、後者の目的でより精緻な線量データを収集する観点

から、専門家の指導の下、一定数の住民有志に依頼して、個人線量計を特

定期間しっかりと携帯してもらい、併せて行動記録をつけてもらうという取組

も行われている。

【川俣町の例】

• 福島県立医科大学等の専門家の指導の下、山木屋地区の町民有志

（１０名）に対して、特例宿泊期間中（２週間程度）、D-シャトルによる個

人線量測定を依頼している。

【楢葉町の例】

• 希望する全町民にD-シャトルを配布し、必要に応じて相談対応を行う

のに加え、行政として、しっかりとした個人被ばくデータを把握するた

め、専門家の指導の下、役場職員や準備宿泊で楢葉町に滞在中の

町民有志（21名 ※8月24日現在）に対して、２週間程度の期間で、D-

シャトルによる個人線量測定を依頼している。



■個人線量計の選定
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個人線量計については、積算線量計（ガラスバッジ等）や電子式線量計

（D-シャトル等）のいずれもよく使われている。電子式線量計は、被ばく線量

の時間推移を記録することができ、個々人の生活パターンと被ばく線量を

関係づけることができる。単に電子式線量計を積算線量把握のためだけに

使うのであれば、管理が容易なガラスバッジ等の積算線量計を使う方が適

切である。

一部の自治体では、ガラスバッジを広く配布し、住民全体の状況把握を行

うとともに、特に被ばく線量が高かった住民には、電子式線量計を携帯して

もらい、被ばく線量が高かった原因を確認している。

【伊達市の例】

• ３か月ごとに、測定対象者（当初は全住民、現在は子ども、妊婦、除染

エリアAの住民、希望者等）に対してガラスバッジを配布。

• ガラスバッジによる測定で被ばく線量が高いなど、外部被ばく線量に対

して不安の強い住民に対しては、D-シャトルによる個人線量測定を勧

奨し、希望する住民に貸与。

【南相馬市の例】

• 年４回、希望者に対してガラスバッジを配布（測定期間は３ヶ月）。

• ガラスバッジによる測定で被ばく線量が高いなど、専門家からなる「南

相馬市放射線健康対策委員会」が必要と認めた住民に対して、D-

シャトルによる個人線量測定を勧奨し、希望する住民に貸与。



■同意書について
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個人線量の測定に際しては、測定結果の利用目的や取扱い方法、公表

の有無及び形式等の事項について、住民の同意をあらかじめ得ておく必要

がある。同意書は、測定対象者一人ひとりから取得する方法もあるが、世帯

主又は世帯の代表者のみから取得している自治体もある。

【伊達市の例】（参考①）

• ガラスバッジによる個人線量の測定結果について、データは伊達市が

保管し市の健康管理に役立てられること、プライバシーに配慮し氏名

が分からないように測定結果の一部が公表されることなどについて、世

帯主又は世帯の代表者から同意を取得。

• 世帯の中で同意できない方についてのみ、氏名を自署してもらう形式。

• 同意書は、測定後、ガラスバッジと同じタイミングで郵送にて回収して

いる。
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■参考①伊達市

世帯主又は世帯の代表者から同意取得



■行動記録票について①
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行動記録票の活用は、住民が自らの被ばく線量を把握する上でも、自治

体等が地域における住民の個人被ばく線量の水準を把握する上でも有効

であるが、特に時間単位の被ばく線量の測定・出力が可能な電子式線量計

を使う場合、一般住民に行動記録（ガイドライン別添資料４参照）をつけても

らうことは、住民にとって手間がかかりすぎると敬遠される可能性もある。この

ため、一部の有志に絞って、しっかりとした行動記録をつけてもらうという取

組も行われている。

測定期間が短い場合、行動記録をつけることなく、住民の記憶により対応

している自治体もある。

【川俣町の例】

• 山木屋地区の町民有志（１０名）に対して、特例宿泊期間中（２週間程

度）、D-シャトルによる個人線量測定及び行動記録の作成を依頼して

いる。

【楢葉町の例】

• 希望する全町民にD-シャトルを配布しているが、貸与にあたって、特

段の行動記録票の作成は求めていない。

• これとは別に、役場職員や準備宿泊で楢葉町に滞在中の町民有志

（21名 ※8月24日現在）に対して、２週間程度の期間で、D-シャトルに

よる個人線量測定を依頼するとともに、期間中の簡単な行動記録の作

成を依頼している。
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■行動記録票について②

【いわき市（末続地区）の例】

• 希望する住民にD-シャトルを貸与し、２か月に１回程度、地区の集会

所において結果説明会を開催。

• D-シャトルの貸与に当たり、特段行動記録票の作成は求めておらず、

福島県立医科大学の専門家との個別のコミュニケーションの中で、住

民の記憶をたどりながら、自身の行動パターンと被ばく線量の関係に

ついて考えてもらい、住民が行動範囲を決定する上での参考情報とし

て役立てている。

【川内村の例】

• 対象者の測定の負担を考慮し、通年ではなく、比較的短期間（２週間

から１か月）の測定を実施し、必要に応じて行動記録を聞き取っている。



■問い合わせ窓口の設置
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通常、各自治体では、担当課室を窓口として設定し、住民に周知している。

典型的には、原子力災害、放射線対策の担当課室であるが、住民生活や

健康・保健の担当課室課室が窓口対応している場合もある。また、相談員

制度を活用して、そのための組織を立ち上げた自治体では、その組織を問

い合わせ窓口として設定しているところもある。

【広野町の例】
• 「広野町放射線相談室」を設置し、相談員を３名配置（広野町社協元

会長、子育て世代の看護師経験者、元JAEA職員）。役場窓口で随時

質問を受けるほか、仮設住宅や町内の集会所で相談会を開催するな

どして相談事項を聞き取り、専門家、関係部署と連携しつつ対応。

• 相談会にて、D-シャトルの活用を勧奨するとともに、測定結果の提示

や住民ニーズに応じて専門家による説明・相談対応等を実施。

【いわき市（末続地区）の例】
• 毎週火曜日を地区集会所での食品測定日と定め、その日に、D-シャト

ルの使用方法や結果などについても随時問い合わせできるようにして

いる。また地区の行政区長にも随時問い合わせできる。

【川内村の例】
• 川内村役場の保健福祉課を窓口として設定し、住民に周知。

• 長崎大学拠点等の専門機関が、 放射線と健康に関する相談のバック

アップとしての役割を担う。



■測定実施の周知①
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個人被ばく線量の測定を希望する住民がいても、個人被ばく線量の測定

サービスが実施されていることを知らない、あるいは線量計の貸与を受ける

ためにどこに連絡すればいいか分らないといったことがないように、十分な

周知を行う必要がある。周知方法ごとに特性があるため、単一の周知方法

だけでなく組み合わせて行う自治体もある。

説明会や戸別訪問の場合は、測定について住民に確実に周知できるが、

住民と自治体双方にとって負担にならない方法をとることが望まれる。既存

の健康診断や母子検診等の住民が集まる機会を活用して周知を行ってい

る自治体もある。

周知すべき項目としては、測定の目的及び意義のほか、線量計・行動記

録の配布・回収方法、結果の返却方法、結果の利用・公表方法、測定デー

タの管理方法等が想定される。

【楢葉町の例】（参考②）

• 準備宿泊の開始のお知らせとともにD-シャトルによる個人線量測定の
意義、個人線量の測定結果に基づく専門家による座談会・相談会等の
案内、D-シャトルの使い方等を記載した案内を準備宿泊に登録した全
戸に郵送した上で、準備宿泊開始後の住民懇談会で改めて周知。

【川内村の例】
• 住民懇談会や健康診断等の住民が集まる機会を活用して、D-シャトル

を活用した個人線量測定について案内を行っている。
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■参考②楢葉町

準備宿泊に向け、個人線量測定について住民に案内
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■参考②楢葉町
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■参考②楢葉町
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■参考②楢葉町



■測定方法の説明
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個人線量計の装着方法及び測定方法は線量計付属の説明書に沿うこと

が基本だが、装着する住民の負担も考慮しつつ、専用のホルダーで首から

下げる、衣服のポケットに入れる、手持ちの鞄に入れて携帯するといった複

数の装着方法の中から、住民に適した方法を選択するよう説明している自

治体もある。

また、一日中装着していることが住民にとって大きな負担になる場合もある

ことから、装着できない時間はなるべく近くに置いておくよう説明している自

治体もある。

【いわき市（末続地区）の例】

• しばしば装着者にとって負担となることがある、首からぶら下げる等の

装着は必ずしも勧めず、鞄の中でもよいので、自分の行動と共に「お守

り」のように一緒に持ち歩くことを勧めている。



■測定結果の返却と説明①
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住民への測定結果の返却と説明に当たっては、線量測定・評価の専門家、

医師、放射線技師等の専門家の協力を得る必要がある。

郵送による測定結果の返却だけでなく、希望する住民に対して、個別相

談の場を設け、被ばく線量を丁寧に説明するとともに、住民の質問・相談に

きめ細かに対応している自治体も多い。特に、電子式線量計を活用して測

定を行う場合については、専門家が、測定期間における行動記録を参照し

たり，口頭で行動を聞き取ったりしながら、単位時間ごとの被ばく線量につ

いて、住民に対して個別に説明を行うことが望ましい。電子式線量計は、落

下の衝撃や携帯電話等によるノイズが原因で、まれに短時間の極端に大き

なピークが発生する場合があるが、このように住民から個別に行動を確認す

ることで、ピークの原因が線量計の誤作動によるものか、本当に高線量の場

所に滞在したことによるものかを特定することが容易になる。

また、住民が自身の所属するコミュニティにおける個人被ばく線量の動向

を知り、自身が行動を決定する上で参考とする観点から、住民間の情報共

有の機会を設定する自治体もある。

【川内村の例】（参考③）
• 村と包括連携協定を結ぶ長崎大学が測定を実施。測定対象者に事前

に連絡し、測定内容の説明、線量計の配布・回収を行う。測定結果に

ついて、長崎大学の専門家が戸別訪問し、直接、個別に結果を返却・

説明した上で、相談対応を行う。



■測定結果の返却と説明②
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【伊達市の例】（参考⑤）
• ガラスバッジの測定結果は、「伊達市放射能対策健康管理委員会」の

見解を付して個別に住民に返却するとともに、希望者に対しては「放

射能健康相談窓口」において、相談員が測定結果や放射線の健康

影響等の相談に個別に対応。

• ガラスバッジによる測定で被ばく線量が高いなど、外部被ばく線量に

対して不安の強い住民に対しては、D-シャトルによる個人線量測定を

勧奨し、希望する住民に貸与し、併せて行動記録の作成を依頼して

いる。測定結果の返却においては、職員と相談員が市政アドバイザー

の助言を得ながら、行動記録と照らしつつ、測定期間における時間帯

ごとの被ばく線量を説明した上で、個別相談を実施。

【いわき市（末続地区）の例】（参考④）
• 希望する住民にD-シャトルを貸与し、２か月に１回程度、地区の集会

所において結果説明会を開催（末続地区が毎週火曜日に集会所で

実施している、自家消費用野菜等の放射性物質測定に併せて開催）。

• 地区全体の個人被ばく線量の傾向を説明した上で、個人ごとの測定

結果を返却。住民の希望に応じて、その場で個別に、専門家が、住

民とのコミュニケーションの中で、測定期間における住民の行動を聞

き取りながら、時間ごとの被ばく線量を説明し、質問等に対応。

• 説明会に同じ地区の顔なじみの住民が集まることは、互いの個人線

量測定結果について情報共有する機会となり、末続地区での生活に

おける行動パターンと被ばく線量の関係についてより多くの情報を得

ることができ、自身が行動を決定する上での大きな参考となっている。
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D‐シャトルの測定結果の説明
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D‐シャトルの測定結果の説明

（地区全体の個人被ばく線量の傾向）

（線量の分布）
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（個人の測定結果 例①）
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（個人の測定結果 例②）
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D‐シャトルの測定結果と説明
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（1時間ごとの線量：14日分）

（1時間ごとの線量：1日分）
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（行動記録票）
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専門家の指導の下で厳密な条件を設定して行った測定でない場合で

あっても、測定結果が集計・公表されることで、地域住民への情報提供に資

することが考えられる。例えば、その地域の個人被ばく線量の状況が示され

ることにより、同一地域内に居住する住民が行動を決定する上での参考に

なることなどが考えられる。ただし、その場合、測定・集計の前提条件を明示

する必要がある。

【南相馬市の例】（参考⑥）
• 「南相馬市放射線健康対策委員会」にて、希望する住民に配布した

ガラスバッジの測定結果を分析・評価し、行政として個人被ばく線量

の水準を把握。測定結果を市のホームページ及び広報誌において公

表することで、市民向けに情報提供。

• 測定期間（３か月）における測定者の追加個人積算線量の平均値及

び分布、年間積算線量への換算値、線量の分布といったデータを公

表しているほか、追加被ばく線量の数値が高い住民に対する行動パ

ターンやガラスバッジの装着状況の聞き取り結果、委員会による実施

結果に対する評価・助言も公表している。

• 公表に当たり、測定者の合計人数とその内訳（妊婦、乳幼児、学生、

一般等）を前提条件として明示している。



■実施結果の公表②
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【伊達市の例】（参考⑦）

• 「伊達市放射能対策健康管理委員会」にて、全住民に配布したガラス
バッジの測定結果を分析・評価し、行政として個人被ばく線量の水準
を把握。測定結果を市のホームページ及び広報誌において公表する
ことで、市民向けに情報提供。

• 測定者の年間追加個人積算線量について、全体の平均値及び線量
の分布を公表しているほか、除染エリアごと、地区ごとの平均値及び
線量の分布も公表している。

• 公表に当たり、測定者の合計人数とその内訳（子ども、妊婦、除染エリ
ア別の住民、希望者等）、１年間継続して測定した住民のみを集計対
象としていることを前提条件として明示している。

【川内村の例】
• 避難地域への帰還の妥当性を検討する村の検証委員会の場において

測定結果を提供するなど、住民の判断にとって参考となる情報提供に

つなげている。
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28

広報誌を活用した実施結果の公表
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広報誌を活用した実施結果の公表
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住民個人の氏名、行動記録等を含む個人被ばく線量（以下「一次情報」と

いう。）は、個人情報保護の観点から適切な管理が必要である。

多くの自治体において一次情報を取り扱うことのできる者及び責任者を決

めた上で、当該自治体が定める個人情報取り扱い規程等に基づき一次情

報の管理を行っている。

また、自治体の測定を大学・研究機関や受託者等（以下「大学等」とい

う。）が支援・代行する場合には、自治体と大学等の間で測定結果の取り扱

いに関する取り決めをあらかじめ行っておく必要がある。当該取り決めにお

いて、大学等が一次情報を取り扱うことになった場合には、当該大学等に

おいて、一次情報を取り扱うことのできる責任者を決めた上で、当該大学等

が定める個人情報取り扱い規程等に基づき適切に管理を行う必要がある。

大学等が測定結果を活用して研究論文等を作成、発表する場合には、事

前に自治体と大学等の間で行った取り決めの範囲を超えることがないように

十分な配慮が必要である。

【南相馬市の例】
• 住民ごとにデータベースをつくり、ガラスバッジによる外部被ばく線量

の測定結果及びWBCによる内部被ばく線量の測定結果を管理して

おり、市役所内においては、担当係に所属する職員のみが閲覧でき

るほか、住民から要請があれば開示している。

• 外部被ばく線量の測定結果の分析・評価を行う「南相馬市放射線健

康対策委員会」に対しては、測定者の追加個人積算線量の平均値等

を提示するとともに、被ばく線量の高い住民については、委員会にお

ける個人情報の保護及び守秘義務を担保した上で、氏名、当該住民

の線量データ及び行動パターンや線量計の装着状況の聞き取り結果

を提供。

• 事前の同意を得ている住民の外部被ばく線量の測定結果について

は、県民健康調査のデータベースへの情報提供を行っている。



■測定データの管理②
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【川内村の例】
• 情報管理に関して、村と包括連携協定を結ぶ長崎大学の情報管理者

の責任の下、保存及び管理を行う。いかなる個人情報も、個人線量測

定の目的以外には用いない。住民の氏名及び測定結果を閲覧できる

のは、長崎大学の情報管理者１名のみであり、測定結果を同大学の

別の専門家や村役場にデータを提供する際や、広く一般へ公表する

際は、個人が特定される可能性がある項目は全て除外する。測定結

果を踏まえ、更なる被ばく低減対策が必要であると判断された場合に

は、対象者に相談のうえ、必要に応じて川内村役場に照会を行う。



■住民の関心・要望等への対応①
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住民への測定結果の説明、住民とのコミュニケーションの中で、住民の関

心・要望等を聴取することも考えられるので、関心・要望等を聞いた上で何

も対応がなされないという事態の発生しないよう、自治体が中心となり、自治

体内の関係部署、国等の関係機関、専門家等に適切につなげるようにあら

かじめ調整しておくことが重要である。

理想的には、①個人被ばく線量測定結果の個別説明を通じて、住民の線

量低減ニーズを聴取する②合理的に達成可能な範囲での線量低減対策を

実施する③線量測定を通じて、取組実施後の個人被ばく線量を確認すると

いうサイクルを確立し、住民が自分らしい生活を取り戻していく手助けを行う

ことが望ましい。

【広野町の例】

• 広野町の放射線対策については、複数の部署に業務が分散している

が、放射線対策課を窓口として、町内に蓄積されている放射線関連情

報へのアクセスと利用を一元的に行い、広報への「相談室だより」折り

込みや、放射線相談室が実施する講演会、相談会等を通じて、町民

に分かりやすく情報発信していく体制を整備。

【楢葉町の例】
• 個人線量の測定結果に基づく専門家による座談会・相談会の開催に

加えて、相談員が戸別訪問を実施し、住民の関心・要望を傾聴し、専

門家、相談窓口等につないで対応。

• その際、スムーズな相談対応が図れるよう、相談員と専門家、相談窓

口等の仲介役となるコーディネータを役場内に配置。



■住民の関心・要望等への対応②

34

【川内村の例】

• 住民の関心や要望にスムーズに対応が図れるよう、長崎大学拠点を設

けることで 専門家と専門窓口との連携を整備している。

【いわき市（末続地区）の例】
• 支援相談員やボランティア等が、住民の個人被ばく線量（外部被ばく、

内部被ばく）の測定ニーズを掘り起こし、行政のバックアップを得つつ、

D-シャトルやWBCを活用した測定の機会及び結果の個別説明の機

会を住民に対して提供している。

• 個別説明においては、専門家が測定結果を踏まえ、生活の質を落とさ

ずに線量管理を行う方法を住民と一緒に考え、住民が震災前の自分

らしい生活を取り戻していく手助けを行っている。
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